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問　

機
械
設
備
・
電
気
設
備

の
工
事
業
者
と
は
変
更
契
約

を
行
う
の
だ
か
ら
、
今
す
ぐ

に
損
害
金
を
払
う
必
要
は
な

い
の
で
は
。

答　

こ
の
工
事
は
「
分
離
発

注
」
で
あ
る
た
め
、
機
械
設

備
・
電
気
設
備
の
工
事
業
者

と
市
は
直
接
契
約
し
て
い
る
。

弁
護
士
か
ら
も
、
仮
に
今
、

業
者
か
ら
損
害
を
請
求
さ
れ

た
ら
、
市
は
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

従
っ
て
、
今
の
時
点
で
和
解

す
る
べ
き
と
判
断
し
た
。

議
員
提
案　

議
案
第
65
号

特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い

て
（
賛
成
５　

原
案
否
決
）

　
特
別
委
員
会
設
置
反
対
討
論

◆
施
行
不
良
発
覚
後
の
、
執

行
部
の
議
会
に
対
す
る
初
期

対
応
に
不
満
は
あ
る
が
、
そ

の
後
所
管
の
委
員
会
で
あ
る

建
設
経
済
委
員
会
や
、
全
員

協
議
会
で
経
緯
や
対
応
は
十

議
案
第
66
号

和
解
に
つ
い
て

（
賛
成
16　

原
案
可
決
）

問　

一
番
の
被
害
者
は
市
民

で
あ
る
。
和
解
に
あ
た
っ
て

の
市
の
基
本
姿
勢
と
経
過
は
。

答　

一
に
市
民
に
信
頼
さ
れ

る
対
応
。
二
に
安
全
・
安
心

な
施
設
の
完
成
。
三
に
業
者

へ
は
毅
然
と
し
た
態
度
で
臨

む
。
四
に
市
の
新
た
な
支
出

は
行
わ
な
い
こ
と
を
基
本
と

し
た
。
案
の
作
成
に
あ
た
っ

て
は
、
国
・
県
・
弁
護
士
と

も
協
議
し
た
。
計
算
で
き
る

実
損
部
分
で
和
解
す
る
。

問　

完
成
し
て
か
ら
で
も
遅

く
は
な
い
。
撤
回
す
る
考
え

は
な
い
か
。

答　

市
が
追
加
費
用
は
出
さ

な
い
と
い
う
の
が
第
一
。
和

解
案
に
あ
る
よ
う
に
、
一
定

の
計
算
式
で
和
解
す
る
内
容

と
な
っ
て
い
る
。
業
者
に
納

得
し
て
い
た
だ
い
た
上
で
仕

事
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
、

今
議
会
で
お
願
い
す
る
。

　

県
営
筑
後
広
域
公
園
内
に

市
が
設
置
す
る
「
筑
後
広
域

公
園
内
休
憩
施
設
（
恋
ぼ
た

る
）」
の
工
事
は
施
行
不
良

の
た
め
、
３
棟
の
う
ち
２
棟

が
解
体
の
う
え
再
構
築
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
議
会
で
は
、
議
会
に
特

別
委
員
会
を
設
置
し
、
施
行

不
良
に
至
る
全
容
解
明
と
、

二
度
と
こ
の
よ
う
な
事
態
を

起
こ
さ
な
い
た
め
の
防
止
策

を
検
討
す
る
と
し
て
特
別
委

員
会
設
置
案
（
議
員
提
案
）

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
執
行
部
か
ら
は
、
期

間
内
に
完
成
し
な
い
こ
と
で

発
生
す
る
市
、
機
械
設
備
・

電
気
設
備
の
工
事
業
者
の
実

質
損
害
分
を
、
本
体
受
注
業

者
が
負
担
す
る
和
解
案
が
追

加
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

特
別
委
員
会
設
置
案
に
つ

い
て
は
、
質
疑
終
了
後
、
設

置
の
是
非
に
つ
い
て
、賛
成
・

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
が
行

わ
れ
た
の
ち
、
採
決
の
結
果

否
決
と
な
り
ま
し
た
。

分
に
示
さ
れ
た
。
す
で
に
和

解
案
も
示
さ
れ
て
お
り
、
今

後
も
必
要
に
応
じ
、
所
管
委

員
会
で
説
明
を
求
め
て
い
け

ば
よ
い
。
設
置
に
反
対
す
る
。

◆
施
工
不
良
の
全
容
解
明
と

い
う
が
、
既
に
十
分
に
解
明

さ
れ
た
も
の
と
判
断
す
る
。

業
者
に
は
指
名
停
止
と
い
う

社
会
的
制
裁
も
課
せ
ら
れ
た
。

今
回
の
施
行
不
良
は
過
失
で

あ
っ
て
、
悪
意
を
も
っ
て
行

わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
委

員
会
設
置
に
は
反
対
。

◆
市
は
業
者
に
厳
し
い
措
置

を
講
じ
、
業
者
も
真
摯
に
応

じ
て
い
る
。
執
行
部
に
は
地

場
企
業
の
育
成
を
求
め
、
反

対
討
論
と
す
る
。

　
特
別
委
員
会
設
置
賛
成
討
論

◇
実
際
に
施
行
し
た
業
者
か

ら
の
説
明
は
な
い
。
元
請
け

業
者
や
下
請
け
業
者
を
参
考

人
招
致
し
て
説
明
を
求
め
、

経
緯
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で

あ
り
、
設
置
に
賛
成
す
る
。

「筑後広域公園内休憩施設（恋ぼたる）」

関連議案に議論白熱!


